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議案第５３号 

 

 

契約の締結について  

 

 

本市は、下記のとおり工事委託契約を締結するものとする。  

 

                記  

 

１ 契 約 の 目 的  八代市学校施設照明設備ＬＥＤ化業務委託 

 

２ 契 約 の 方 法  制限付一般競争入札  

 

３ 工  事  場  所  八代市北の丸町１番７号外３８か所  

 

４ 契  約  金  額  ７３７，０６７，１００円  

 

５ 契約の相手方  小林電工・野村電気商会・宮田電気工業委託業務共同

企業体  

代表者 八代市竹原町１６８０番地の１  

有限会社小林電工  

代表取締役 小林 幸治  

 

 

 

 

 

                   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日提出 

                   八代市長  小 野  泰 輔 

 

 

 

（提案理由）  

本市が予定価格１億５，０００万円以上の工事委託契約を締結するには、

八代市議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定により議会の議

決を経る必要がある。  
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議案第５４号 

 

 

財産の取得について  

 

 

本市は、下記のとおり財産を取得するものとする。  

 

記  

 

１ 取得する財産  ＧＩＧＡスクール学習用端末（タブレット端末及びタ

ッチペン等）  

 

２ 取得予定価格  ４８６，６７５，２００円  

 

３ 契約の相手方  福岡市中央区大名二丁目９番２７号 

株式会社内田洋行 九州支店 

支店長 坂口  秀雄  

 

 

 

 

 

 

                   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日提出 

                   八代市長  小 野  泰 輔 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

予定価格２，０００万円以上の動産を取得するには、八代市有財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を経る必要がある。  

 

 

 

3



 

4



 

議案第５５号 

 

 

市道路線の廃止について  

 

 

本市は、下記の市道路線を廃止するものとする。  

 

記  

 

 

路線番号 路  線  名  起  点  終  点  
重要な

経過地  

１０９７ 竜西南北１７号線  
八代市川田町西  

８７８番地先  

八代市西片町  

１１４８番３地先  
なし  

２０５６ 古閑中町４号線  
八代市古閑中町  

１１３８番１地先  

八代市古閑中町  

６９０番１地先  
なし  

２２８０ 中片町１号線  
八代市中片町  

７２２番１地先  

八代市中片町  

３７８番１地先  
なし  

２２８２ 
長 田 町 中 片 町 ２ 号

線  

八代市長田町  

２８０４番地先  

八代市中片町  

２７２番４地先  
なし  

２２８９ 宮地町１号線  
八代市宮地町  

１６７６番３地先  

八代市宮地町  

１６４８番１地先  
なし  

２０５０ 古閑中町２号線  
八代市古閑中町  

１４１４番地先  

八代市古閑中町  

１２７０番地先  
なし  

２４００ 古閑中町１７号線  
八代市古閑中町  

１２７２番７地先  

八代市古閑中町  

１４２３番地先  
なし  

２４２７ 古閑中町２２号線  
八代市古閑中町  

８６３番地先  

八代市古閑中町  

１４２３番地先  
なし  

 

 

 

                   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日提出 

                   八代市長  小 野  泰 輔 

 

 

（提案理由）  

市道の廃止については、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を

経る必要がある。  
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竜西南北１７号線

位置図
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古閑中町４号線

位置図
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中片町１号線

位置図
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長田町中片町２号線

位置図
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宮地町１号線

位置図
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古閑中町２号線

古閑中町１７号線

古閑中町２２号線

位置図
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議案第５６号  

 

 

市道路線の認定について  

 

 

本市は、下記の路線を市道として認定するものとする。  

 

記 

 

 

路線番号 路  線  名  起  点  終  点  
重要な

経過地  

２０５６ 古閑中町４号線  
八代市古閑中町  

１２０３番１地先  

八代市古閑中町  

６９０番１地先  
なし  

２２８０ 中片町１号線  
八代市中片町  

７２２番１地先  

八代市中片町  

３８６番１地先  
なし  

２２８２ 
長 田 町 中 片 町 ２ 号

線  

八代市長田町  

２８０４番地先  

八代市中片町  

３８５番２地先  
なし  

２２８９ 宮地町１号線  
八代市宮地町  

１７１４番３地先  

八代市宮地町  

１６４８番１地先  
なし  

２４６５ 中片町４号線  
八代市中片町  

４２７番３地先  

八代市中片町  

４２９番地先  
なし  

２４６６ 中片町５号線  
八代市中片町  

４４３番３地先  

八代市中片町  

２７２番４地先  
なし  

２４６７ 宮地町１１号線  
八代市宮地町  

１６７８番１地先  

八代市宮地町  

１６９３番２地先  
なし  

２４００ 古閑中町１７号線  
八代市古閑中町  

１１７２番９地先  

八代市古閑中町  

１５５７番地先  
なし  

２４２７ 古閑中町２２号線  
八代市古閑中町  

８６３番地先  

八代市古閑中町  

１４２３番１地先  
なし  

２４３９ 
古 閑 中 町 区 画 ２ ７

号線  

八代市古閑中町  

１２０３番１地先  

八代市古閑中町  

９５８番４地先  
なし  

２４４０ 
古 閑 中 町 区 画 ２ ８

号線  

八代市古閑中町  

１０４０番１地先  

八代市古閑中町  

１０９１番６地先  
なし  

２４４１ 
古 閑 中 町 区 画 ２ ９

号線  

八代市古閑中町  

２４３６番２地先  

八代市古閑中町  

２４６９番３地先  
なし  

２４４２ 
古 閑 中 町 区 画 ３ ０

号線  

八代市古閑中町  

２４３６番２地先  

八代市古閑中町  

２４１１番２地先  
なし  

２４４３ 
古 閑 中 町 区 画 ３ １

号線  

八代市古閑中町  

１４３０番地先  

八代市古閑中町  

２４０８番２地先  
なし  

２４４４ 
古 閑 中 町 区 画 ３ ２

号線  

八代市古閑中町  

２４１７番５地先  

八代市古閑中町  

１４６７番３地先  
なし  

２４４５ 
古 閑 中 町 区 画 ３ ３

号線  

八代市古閑中町  

２４０７番１地先  

八代市古閑中町  

１４４８番６地先  
なし  
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２４４６ 
古 閑 中 町 区 画 ３ ４

号線  

八代市古閑中町  

２３０４番１地先  

八代市古閑中町  

１４５６番１地先  
なし  

２４４７ 
古 閑 中 町 区 画 ３ ５

号線  

八代市古閑中町  

１４４２番３地先  

八代市古閑中町  

１４５１番地先  
なし  

２４４８ 
古 閑 中 町 区 画 ３ ６

号線  

八代市古閑中町  

２４３４番２地先  

八代市古閑中町  

２２８８番地先  
なし  

２４４９ 
古 閑 中 町 区 画 ３ ７

号線  

八代市古閑中町  

１４５６番１地先  

八代市古閑中町  

１４２０番２地先  
なし  

２４５０ 
古 閑 中 町 区 画 ３ ８

号線  

八代市古閑中町  

１４５１番地先  

八代市古閑中町  

１４１６番地先  
なし  

２４５１ 
古 閑 中 町 区 画 ３ ９

号線  

八代市古閑中町  

１４１３番２地先  

八代市古閑中町  

１２８９番３地先  
なし  

２４５２ 
古 閑 中 町 区 画 ４ ０

号線  

八代市古閑中町  

１２７２番４地先  

八代市古閑中町  

１２７８番地先  
なし  

２４５３ 
古 閑 中 町 区 画 ４ １

号線  

八代市古閑中町  

１４１３番２地先  

八代市古閑中町  

１２７９番地先  
なし  

２４５４ 
古 閑 中 町 区 画 ４ ２

号線  

八代市古閑中町  

１４１２番地先  

八代市古閑中町  

１２８１番地先  
なし  

２４５５ 
古 閑 中 町 区 画 ４ ３

号線  

八代市古閑中町  

１２７８番地先  

八代市古閑中町  

１２９４番１１地先  
なし  

２４５６ 
古 閑 中 町 区 画 ４ ４

号線  

八代市古閑中町  

１２８０番地先  

八代市古閑中町  

１２８９番２地先  
なし  

２４５７ 
古 閑 中 町 区 画 ４ ５

号線  

八代市古閑中町  

１２９０番１地先  

八代市古閑中町  

１２９３番３地先  
なし  

２４３８ 古閑中町２３号線  
八代市古閑中町  

３０１６番地先  

八代市高小原町  

１５９９番２地先  
なし  

２４５８ 松江町２号線  
八代市松江町  

２８７番２地先  

八代市松江町  

５９８番２地先  
なし  

２４５９ 古閑下町１２号線  
八代市古閑下町  

１７１７番１０８地先  

八代市古閑下町  

１７１７番１１５地先  
なし  

２４６０ 古閑下町１３号線  
八代市古閑下町  

１７１７番７７地先  

八代市古閑下町  

１７１７番１００地先  
なし  

２４６１ 古閑下町１４号線  
八代市古閑下町  

１７１７番１２地先  

八代市古閑下町  

１７１７番４８地先  
なし  

２４６２ 古閑下町１５号線  
八代市古閑下町  

１７１７番２７地先  

八代市古閑下町  

１７１７番３３地先  
なし  

２４６３ 古閑下町１６号線  
八代市古閑下町  

１７１７番４２地先  

八代市古閑下町  

１７１７番４７地先  
なし  

２４６４ 古閑下町１７号線  
八代市古閑下町  

１７１７番７２地先  

八代市古閑下町  

１７１７番７１地先  
なし  
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                   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日提出 

                   八代市長  小 野  泰 輔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

市道の認定については、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を経

る必要がある。  
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古閑中町４号線

位置図
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中片町１号線

位置図
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長田町中片町２号線

位置図
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宮地町１号線

位置図
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中片町４号線

⻄⽚児童公園

中片町５号線

位置図
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宮地町１１号線

位置図
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⼋代市⺠球場
①

③

④

⑫
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨

⑩

⑬

⑭ ⑮ ⑯

⑱ ⑰

⑲

① 古閑中町１７号線 ② 古閑中町２２号線

③ 古閑中町区画２９号線 ④ 古閑中町区画３０号線

⑤ 古閑中町区画３１号線 ⑥ 古閑中町区画３２号線

⑦ 古閑中町区画３３号線 ⑧ 古閑中町区画３４号線

⑨ 古閑中町区画３５号線 ⑩ 古閑中町区画３６号線

⑪ 古閑中町区画３７号線 ⑫ 古閑中町区画３８号線

⑬ 古閑中町区画３９号線 ⑭ 古閑中町区画４０号線

⑮ 古閑中町区画４１号線 ⑯ 古閑中町区画４２号線

⑰ 古閑中町区画４３号線 ⑱ 古閑中町区画４４号線

⑲ 古閑中町区画４５号線

⑪

②

位置図
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古閑中町区画２８号線

古閑中町区画２７号線

古閑中町２３号線

位置図
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松江町２号線

位置図
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① 古閑下町１２号線 ② 古閑下町１３号線

③ 古閑下町１４号線 ④ 古閑下町１５号線

⑤ 古閑下町１６号線 ⑥ 古閑下町１７号線

①

②

③ ④ ⑤

⑥

⼋代市⺠球場

位置図
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議案第５７号 

 

 

八代市水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について 

 

 

八代市水道事業の設置等に関する条例等の一部を別紙のとおり改正するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

                   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日提出 

                   八代市長  小 野  泰 輔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

地方自治法の一部改正に伴い、条例の改正が必要である。 

 

 

 

 

27



 

   八代市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例  

 （八代市水道事業の設置等に関する条例の一部改正）  

第１条  八代市水道事業の設置等に関する条例（平成１７年八代市条例第

２６１号）の一部を次のように改正する。  

  第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８

項」に改める。  

 （八代市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）  

第２条  八代市下水道事業の設置等に関する条例（平成２６年八代市条例

第４３号）の一部を次のように改正する。  

  第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８

項」に改める。  

 （八代市簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正）  

第３条  八代市簡易水道事業の設置等に関する条例（令和元年八代市条例

第３０号）の一部を次のように改正する。  

  第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８

項」に改める。  

   附  則  

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。  
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議案第５８号 

 

 

八代市宮地東サテライトオフィス条例の一部改正について 

 

 

八代市宮地東サテライトオフィス条例の一部を別紙のとおり改正するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

                   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日提出 

                   八代市長  小 野  泰 輔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

八代市宮地東サテライトオフィスについて、都市部からの事業所の移転等

によらないオフィスの利用を可能とするとともに、シェアオフィスを新たな

施設として整備するに当たり、条例の改正が必要である。  
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   八代市宮地東サテライトオフィス条例の一部を改正する条例  

 八代市宮地東サテライトオフィス条例（令和５年八代市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。  

 第１条中「促進し」を「促進するとともに、市内の事業者による起業を

支援することにより」に、「寄与するとともに」を「寄与し」に改め、

「及び情報通信技術を活用した」を「及び」に改める。  

 第３条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下

げ、第１号の次に次の１号を加える。  

（２）シェアオフィス  

 第５条の見出しを「（オフィス又はシェアオフィスの利用要件）」に改

め、同条中「オフィス利用（オフィスのみの利用をいう。以下この条及び

次条において同じ。）をする」を「オフィス又はシェアオフィスを利用す

る」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第１号中「オフィス」を

「オフィス又はシェアオフィス」に、「定住の促進及び」を「及び」に改

め、同条第２号中「オフィス利用」を「当該オフィス又はシェアオフィス

の利用」に改め、同条に次の１項を加える。  

２  別表に規定するオフィス３室及びシェアオフィス４席の計７施設のう

ち３施設は、原則として都市部からの事業所の移転等により利用する者

に限り利用することができるものとする。  

 第６条（見出しを含む。）中「オフィス利用の期間」を「オフィス又は

シェアオフィスの利用期間」に改める。  

 第１５条第２項中「オフィス利用の」を「オフィス又はシェアオフィス

の利用である」に改める。  

 別表中「第４条」を「第４条、第５条」に、  

「  

オフィス  Ａ   午 前 ０ 時 か ら 午 後

１２時まで  

月額４０，０００円  

Ｂ  

Ｃ  

」を  

「  

オフィス（Ａ・

Ｂ・Ｃ）  

 午 前 ０ 時 か ら 午 後

１２時まで  

月額４０，０００円  

シェアオフィス

（４席）  

 午 前 ０ 時 か ら 午 後

１２時まで  

１席当たり月額５，

０００円  

」に  

改め、同表備考第１項中「オフィス」を「オフィス若しくはシェアオフィ

ス」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第５９号 

 

 

八代市火入れに関する条例の一部改正について 

 

 

八代市火入れに関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

                   令和 ８ 年 ６ 月 ８ 日提出 

                   八代市長  小 野  泰 輔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

林野火災対策の推進に係る林野庁通知に基づき、暴風警報若しくは暴風特

別警報が発表され、又は林野火災注意報若しくは林野火災警報が発令された

場合に森林等における火入れを中止することを明確にするに当たり、条例の

改正が必要である。  
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八代市火入れに関する条例の一部を改正する条例  

 八代市火入れに関する条例（平成１７年八代市条例第１３５号）の一部

を次のように改正する。  

 第３条中「の各号のすべて」を「に掲げる要件の全て」に改める。  

 第１４条第１項中「又は火災警報」を「、暴風警報若しくは暴風特別警

報が発表された場合又は火災警報、林野火災注意報若しくは林野火災警

報」に改め、同条第２項中「とき、」を「場合」に、「若しくは火災警

報」を「、暴風警報若しくは暴風特別警報が発表された場合若しくは火災

警報、林野火災注意報若しくは林野火災警報」に、「ときには」を「場合

には」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

32



 




